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特
集

いい
ざざ
とと
いい
うう
時時
のの
補補
償償
制制
度度

〜〜
万万
がが
一一
のの
けけ
がが
・・
事事
故故
にに
備備
ええ
るる
〜〜

平
成
２８
年
度
に
「
小
中
学
生
総
合
保

障
制
度
」
を
導
入
し
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
万
が
一
の
け
が
や
事
故
の
際
に
補

償
さ
れ
る
仕
組
み
が
三
つ
に
な
り
ま
し

た
。
戸
惑
う
ケ
ー
ス
が
あ
る
よ
う
な
の

で
、
仕
組
み
の
特
色
な
ど
に
つ
い
て
ま

と
め
て
み
ま
し
た
。

い
ざ
と
い
う
時
の
３
つ
の
仕
組
み

ア
「
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

災
害
共
済
給
付
制
度
」

イ
「
石
川
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
安
全
会
」

ウ
「
石
川
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
小
中
学

生
総
合
保
障
制
度
」

三
つ
の
制
度
の
違
い
を
ポ
イ
ン
ト
ご

と
に
比
較
し
ま
し
た
。

①

加
入
手
続
き

ア

学
校
で
一
括
加
入

イ

単
位
Ｐ
Ｔ
Ａ
ご
と
に
団
体
と
し
て

一
括
加
入

ウ

個
人
で
加
入
手
続
き
及
び
掛
け
金

納
入

ウ
は
任
意
の
補
償
制
度
な
の
で
、
ご

面
倒
で
も
加
入
申
し
込
み
と
掛
け
金
の

支
払
い
が
必
要
で
す
。

②

補
償
さ
れ
る
場
面
（
図
①
参
照
）

ア

学
校
教
育
活
動
中

イ

Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
中

ウ

２４
時
間
補
償

ア
と
イ
は
制
限
が
あ
り
ま
す
が
、
ウ

は
２４
時
間
補
償
で
す
。

③

補
償
を
受
け
ら
れ
る
対
象
者

（
図
②
参
照
）

ア

児
童
・
生
徒
に
限
定

イ

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
員
＋
同
居
の
家
族
＋
代

理
者

ウ

児
童
・
生
徒
（
一
部
保
護
者
）

イ
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
中
な
ら
、
保
護
者

も
子
ど
も
も
補
償
さ
れ
ま
す
。
対
象
範

囲
が
最
も
広
い
制
度
で
す
。

④

掛
け
金
の
違
い

ア

年
間
一
人
９
２
０
円
（
保
護
者
と

教
育
委
員
会
が
分
担
し
て
負
担
）

イ

年
間
一
人
１
２
０
円
（
単
位
Ｐ
Ｔ

Ａ
で
ま
と
め
て
納
入
。
個
人
の
手
続

き
は
不
要
）

ウ
の
掛
け
金
は
加
入
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て

異
な
る
。
２
千
円
〜
１
万
２
千
円

⑤

補
償
内
容

ア

治
療
に
要
し
た
費
用
（
た
だ
し
費

用
が
５
千
円
以
上
の
負
傷
）

イ

規
定
に
応
じ
た
金
額
（
例
）

・
入
院
保
険
金
３
千
円
（
日
額
）

・
通
院
保
険
金
２
千
円
（
日
額
）

ウ

プ
ラ
ン
に
応
じ
た
金
額
（
例
）

Ｊ
プ
ラ
ン
の
自
転
車
事
故

・
入
院
保
険
金
５
千
６
百
円
（
日
額
）

・
通
院
保
険
金
３
千
５
百
円
（
日
額
）

な
お
ウ
の
制
度
に
は
、
携
行
品
損
害

補
償
や
被
害
事
故
補
償
な
ど
、
他
で
は

み
ら
れ
な
い
補
償
が
つ
い
て
い
る
プ
ラ

ン
も
あ
り
ま
す
。

ま
と
め

ア
の
制
度
は
、
学
校
の
登
下
校
時
の

け
が
も
補
償
の
対
象
で
す
の
で
、
申
請

漏
れ
が
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

イ
の
制
度
は
全
員
が
加
入
し
て
い
る

わ
け
で
す
か
ら
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
中
に
け

が
や
賠
償
の
事
案
が
発
生
し
た
場
合
は

是
非
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
件
数

が
意
外
と
少
な
い
の
は
、
も
し

か
し
て
こ
の
制
度
を
ご
存
じ
な

い
方
が
い
る
の
で
は
と
懸
念
し

て
い
ま
す
。

ウ
の
制
度
で
は
「
簡
単
支
払

い
特
急
便
」
と
い
う
、
電
話
１

本
で
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
便

利
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

掛
け
金
が
高
い
の
で
躊
躇
す
る

方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

自
転
車
事
故
重
点
補
償
の
Ｊ
プ

ラ
ン
は
、
２
千
円
の
掛
け
金
で

個
人
賠
償
額
が
１
億
円
と
充
実

し
て
い
ま
す
。

三
つ
の
制
度
は
互
い
を
補
い

合
い
な
が
ら
、
補
償
内
容
が
充

実
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

制
度
の
違
い
を
理
解
し
て
、
い

ざ
と
い
う
と
き
に
上
手
に
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

Ｐ
Ｔ
Ａ
安
全
会

総
合
保
障
制
度

制
度
の
概

要
・
特
色

Ｐ
Ｔ
Ａ
行
事
中
あ
る
い
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
の

管
理
下
の
け
が
・
事
故
の
補
償
制
度

子
ど
も
の
け
が
や
災
害
の
補
償
と
他
者
の

財
産
を
損
傷
し
た
場
合
の
賠
償
補
償

加
入
手
続

き
と
掛
け

金

・
各
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
が
団
体
と
し
て

一
括
加
入

・
掛
け
金
は
年
間
一
人
１
２
０
円

（
単
Ｐ
で
払
い
込
む
）

・
任
意
の
補
償
制
度
で
、
各
自
が
申
し
込

む
・
掛
け
金
は
、２
千
円
〜
１
万
２
千
円（
プ

ラ
ン
に
よ
っ
て
異
な
る
）（
口
座
振
替
）

補
償
の
対

象
者

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
員
、
会
員
の
同
居
の
家
族
、

会
員
の
代
理
者

児
童
生
徒
（
一
部
保
護
者
）

補
償
さ
れ

る
場
合

Ｐ
Ｔ
Ａ
行
事
中
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
管
理
下

①
Ｐ
Ｔ
Ａ
行
事
中
の
傷
害
（
骨
折
な

ど
の
け
が
）（
行
事
に
参
加
す
る

た
め
の
往
復
途
上
も
含
む
）

②
Ｐ
Ｔ
Ａ
行
事
の
賠
償
（
器
物
の
破

損
な
ど
）

１
日
２４
時
間
補
償（
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
）

①
傷
害
（
け
が
）
の
補
償
（
授
業
中
、
放

課
後
、
レ
ジ
ャ
ー
中
、
帰
宅
後
な
ど
）

②
個
人
賠
償
責
任
補
償
（
け
が
を
さ
せ
た

場
合
、
物
を
壊
し
た
場
合
な
ど
）

補
償
の
範

囲

・
通
院
、
手
術
、
入
院
、
後
遺
障
害

な
ど
の
場
合

・
活
動
中
に
財
物
に
損
害
を
与
え
た

場
合

・
本
人
の
災
害
（
け
が
、
病
気
な
ど
）
の

場
合

・
他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合

給
付
の
申

請
手
続
き

・
学
校
の
担
当
者
（
教
頭
先
生
の
場

合
が
多
い
）
に
申
し
出
る
。

・
石
川
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
安
全
会
が
対
応

・
事
故
対
応
窓
口
に
連
絡
す
る
。

・
保
険
会
社
、
ま
た
は
代
理
店
が
対
応

図
①

図
②

（１）



補
償
制
度
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
１
；
Ｐ
Ｔ
Ａ
行
事
で
草
刈
り
を
し
て

い
ま
し
た
。
誤
っ
て
草
刈
機
で
石
を
撥

ね
、
車
の
窓
ガ
ラ
ス
を
割
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
補
償
さ
れ
ま
す
か
？

【
答
え
】は
い
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
中
の
事
故

な
の
で
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
安
全
会
の
賠
償
事
案

に
該
当
し
ま
す
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
か
ら
申

請
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
Ｐ

Ｔ
Ａ
担
当
者
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
２
；
子
ど
も
が
運
動
会
の
練
習
中
、

転
倒
し
て
腕
を
骨
折
し
ま
し
た
。
こ
の

場
合
は
ど
の
補
償
制
度
が
適
用
さ
れ
ま

す
か
？

【
答
え
】運
動
会
の
練
習
も
授
業
な
の
で
、

ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
災
害
共
済

の
制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
担
任
の
先

生
を
通
じ
て
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

Ｑ
３
；
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
事
業
と
し
て
ス
キ
ー

遠
足
を
実
施
し
ま
す
。
会
員
で
な
い
方

に
指
導
を
お
願
い
す
る
の
で
す
が
、
万

が
一
の
場
合
Ｐ
Ｔ
Ａ
安
全
会
の
補
償
を

受
け
ら
れ
ま
す
か
。

【
答
え
】補
償
を
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
条

件
が
あ
り
ま
す
。「
会
長
か
ら
委
嘱
さ

れ
た
」
こ
と
が
分
か
る
よ
う
、
文
書
で

手
続
き
を
と
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
４
；
子
ど
も
が
帰
宅
後
に
自
転
車
に

乗
っ
て
い
て
お
年
寄
り
と
衝
突
し
、
重

傷
を
負
わ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
高
額

の
賠
償
金
を
請
求
さ
れ
ま
し
た
が
何
と

か
な
り
ま
せ
ん
か
。

【
答
え
】こ
の
場
合
は
個
人
加
入
の
「
損

害
保
険
」
あ
る
い
は
「
総
合
保
障
制
度
」

に
加
入
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
に
な
り

ま
す
。総
合
保
障
制
度
の
Ｊ
プ
ラ
ン（
掛

け
金
２
千
円
）
で
は
、
最
高
１
億
円
の

補
償
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
総
合
保
障
制

度
の
代
理
店
か
、
引
受
保
険
会
社
に
相

談
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
５
；
子
ど
も
が
地
域
の
サ
ッ
カ
ー
ク

ラ
ブ
に
所
属
し
て
い
ま
す
。
試
合
中
に

捻
挫
し
て
通
院
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。医
療
費
の
補
償
は
で
き
ま
せ
ん
か
。

【
答
え
】授
業
中
で
も
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
中

で
も
な
い
の
で
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン

タ
ー
の
制
度
も
Ｐ
Ｔ
Ａ
安
全
会
の
制
度

も
、
適
用
条
件
か
ら
外
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
場
合
は
、「
総
合
保
障
制
度
」
が

該
当
し
ま
す
の
で
、
加
入
者
は
保
険
会

社
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

Ｑ
６
；
Ｐ
Ｔ
Ａ
行
事
の
資
源
回
収
中
の

事
故
で
相
談
で
す
。
ト
ラ
ッ
ク
を
運
転

し
て
い
て
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
破
損
し
ま
し

た
。
安
全
会
の
賠
償
責
任
補
償
を
受
け

た
い
の
で
す
が
。

【
答
え
】申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｐ
Ｔ
Ａ

安
全
会
で
は
補
償
の
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。
な
ぜ
な
ら
自
動
車
の
運
行
・
管
理

に
起
因
す
る
賠
償
事
案
は
対
象
外
な
の

で
す
。
加
入
さ
れ
て
い
る
自
動
車
保
険

で
補
っ
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
７
；
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
中
に
、
子
ど
も
が

け
が
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
本
市
で
は

子
ど
も
の
医
療
費
が
無
料
で
す
か
ら
、

Ｐ
Ｔ
Ａ
安
全
会
の
給
付
は
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
ね
。

【
答
え
】い
い
え
、
受
け
ら
れ
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
、
安
全
会
の
給
付
制
度
は
「
治

療
費
」
で
は
な
く
、「
見
舞
金
」
と
し

て
お
支
払
い
す
る
性
格
の
も
の
だ
か
ら

で
す
。
通
院
保
険
金
日
額
二
千
円
、
入

院
保
険
金
日
額
三
千
円
と
な
っ
て
い
ま

す
。
忘
れ
ず
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

微
妙
な
案
件
は
該
当
の
窓
口
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

◆
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
災
害
共
済

給
付
制
度

→

学
校
の
担
任
へ

◆
Ｐ
Ｔ
Ａ
安
全
会

→

事
務
局
へ

０
７
６
―

２
６
１
―

３
８
８
７

◆
総
合
保
障
制
度

→

パ
ン
フ
レ
ッ
ト

に
記
載
の
代
理
店
か
Ａ
Ｉ
Ｕ
損
保
へ

発
行
日

平
成
２９
年
２
月
２０
日

発
行
所

金
沢
市
尾
山
町
１０－

５

石
川
県
文
教
会
館
内

石
川
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
安
全
会

電
話（
０
７
６
）２
６
１－

３
８
８
７

発
行
者

北
川

和
也

印
刷

�
山
越

ＰＴＡ安全会給付金の支払い例

傷害の場合

・子ども相撲大会の練習中、上肢を骨折した。（１１歳男子） 《給付額 ８，０００円》

・ＰＴＡ総会の途上で、転倒し左手首を骨折した。（母親） 《給付額１２９，０００円》

・親子ドッジボールをしていて、右腕の筋が伸びた。（８歳女子）《給付額 ２６，０００円》

・親子行事レクレーションで、足を骨折した。（父親） 《給付額３０６，０００円》

・ＰＴＡの資源回収中に左ひざ内側を捻挫した。（教師） 《給付金 ４０，０００円）

※給付金額は通院の回数や手術の有無によって異なります。

賠償の場合

・ＰＴＡ行事で施設見学中、放送局の備品を破損した。 《給付額 １６，４１６円》

ＰＴＡ安全会給付金の支払い状況
賠償の給付

賠償金支払額

０円

１０３，２７１円

１３０，７８０円

１５９，９９８円

０円

７６，２２５円

３，０００円

１９４，５８０円

３４，２００円

２７，２８０円

１６，４１６円

件数

０件

４件

３件

３件

０件

２件

１件

３件

２件

１件

１件

傷害の給付

補償金支払額

１，１６２，０００円

２，１８２，０００円

１，７５７，０００円

１，０３５，０００円

１，０６９，０００円

７４１，０００円

１６２，０００円

１，２６５，０００円

３８３，０００円

６５５，０００円

６９３，０００円

件数

５０件

４８件

４４件

３０件

３９件

３６件

２５件

２７件

１７件

２４件

２５件

年度

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

※平成２８年度はまだ支払いが完了していません。

（２）


